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一
か
ら
四
ま
で
に
つ
い
て 

 
 

御
指
摘
の
「
指
導
員
」
及
び
「
事
業
を
活
用
す
る
こ
と
は
問
題
は
な
い
と
い
う
こ
と
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も

明
ら
か
で
は
な
い
が
、
令
和
三
年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
お
い
て
、
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
に
従
事
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
（
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
三
号
）
第
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
放
課
後
児
童
支
援
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
（
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二

十
二
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
会
計
年
度
任
用
職
員
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
及
び
補
助
員

（
同
令
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
補
助
員
（
会
計
年
度
任
用
職
員
を
含
む
。
）
を
い
う
。
）
の
処
遇
改
善
に
係
る
経
費
を

計
上
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
当
該
処
遇
改
善
の
具
体
的
な
実
施
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
現
在
検
討
中
で
あ

り
、
現
時
点
で
確
た
る
こ
と
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。 


